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   長野市子育て雇用安定奨励金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、労働者の子育てと仕事との両立を支援する雇用制度等を新たに設

けて実施した市内の中小企業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関

し、長野市補助金等交付規則（昭和61年長野市規則第４号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （奨励金交付対象者及び額等） 

第２ 奨励金の交付の対象となる者は雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）

第 116条第５項第１号イに規定する中小企業事業主に該当し、労働協約又は就業規

則により設けた同号イに規定する原職等復帰措置に基づき同号イに規定する原職等

に復帰した労働者が最初に生じたことにより、同項の育児休業等支援コース助成金

の支給決定を受けた者（市内に住所を有する者に限る。）とし、奨励金の額は20万

円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、奨励金の交付の対象としな

い。 

 （奨励金の申請等） 

第３ 規則第３条に規定する申請書は、長野市子育て雇用安定奨励金交付申請書（様

式第１号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 育児休業等支援コース助成金の支給申請をしたことを証する書類の写し 

 (2) 育児休業等支援コース助成金の支給決定を受けたことを証する書類の写し 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する申請書等の提出期限は、育児休業等支援コース助成金の支給決

定を受けた日の翌日から60日以内又は当該支給決定があった日の属する年度の３月

31日のいずれか早い日とする。 

 （奨励金の交付請求書） 

第４ 規則第12条第２項に規定する請求書は、長野市子育て雇用安定奨励金交付請求

書（様式第２号）によるものとする。 

 （補則） 

第５ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（平成20年10月30日長野市告示第 528号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度分の奨励金から適用する。 

 （申請書等の提出期限の特例） 

２ 告示の日前に受けた育児・介護雇用安定等助成金の支給決定又は第３第１項第４

号の中小企業子育て支援助成金の支給決定に係る申請書等の提出期限については、

第４第３項中「支給決定を受けた日の翌日」とあるのは、「告示の日の翌日」とす

る。 

      附 則（平成21年10月７日長野市告示第 541号） 
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この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年11月16日長野市告示第 597号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成23年９月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の長野市子育て雇用安定奨励金交付要綱（次項において 

「旧要綱」という。）第３第１項第１号の規定により交付の対象となる者に係る奨

励金の支給については、平成24年度分までの奨励金に限り、なお従前の例による。

この場合において、同号の規定の適用については、同号中「指定法人」とあるの 

は、「長野労働局」とする。 

３ 旧要綱第３第１項第４号の規定により交付の対象となる者に係る奨励金の支給に

ついては、平成25年度分までの奨励金に限り、なお従前の例による。 

４ この要綱による改正後の長野市子育て雇用安定奨励金交付要綱第２第１項の規定

の適用については、平成24年３月31日までの間に限り、同項第１号中「同項に規定

する両立支援助成金」とあるのは「同項に規定する両立支援助成金又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成３年

労働省令第25号）第38条に規定する育児・介護雇用安定等助成金（以下「育児・介

護雇用安定等助成金」という。）」と、同項第２号中「同号イに規定する中小企業

両立支援助成金」とあるのは「同号イに規定する中小企業両立支援助成金又は育児・

介護雇用安定等助成金」とする。 

附 則（平成26年10月１日長野市告示第 630号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日長野市告示第 118号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成29年５月17日長野市告示第 237号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の奨励金から適用する。 
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様式第１号（第３関係） 

 

長野市子育て雇用安定奨励金交付申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）長野市長 

 

                   住 所 

                   氏 名              ㊞ 

                   連絡先（電話） 

                    法人にあっては、主たる事業所の 

                    所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    年度長野市子育て雇用安定奨励金を長野市子育て雇用安定奨励金交付

要綱第３第１項の規定により、下記のとおり交付してください。 

 

 

記 

 

 

 １ 交付申請額          円 

 

２ 関係書類 

(1) 育児休業等支援コース助成金の支給申請書の写し 

(2) 育児休業等支援コース助成金の支給決定通知書等の写し 

 

 

同    意    書 

 

  年  月  日 

（宛先）長野市長 

 

長野市子育て雇用安定奨励金の交付申請に当たって、市税の納付状況を確認するこ

とに同意します。 

 

住所 

     氏名            ㊞ 
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様式第２号（第４関係） 

 

 

長野市子育て雇用安定奨励金交付請求書 

 

 

年  月  日   

 

 

 （宛先）長野市長 

 

                   住 所 

 

                   氏 名              ㊞ 

                   連絡先（電話） 

                    法人にあっては、主たる事業所の 

                    所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

 

      年  月  日付け長野市指令  第  号で確定のあった 

年度長野市子育て雇用安定奨励金を下記のとおり交付してください。 

 

記 

 

 １ 確定額                    円 

 ２ 請求額                    円 

 ３ 送金先 

金融機関 

      銀  行 

      信用金庫       店 

      農  協       所 

口座の種類 当 座     普通預金 

（フリガナ）  

口座の名義 
 

口座番号 

 

          

 


